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し
、
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紙
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を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
も
と
む
ら
賢
太
郎
君
提
出
種
子
法
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
及
び
二
に
つ
い
て

主
要
農
作
物
種
子
法
を
廃
止
す
る
法
律
（
平
成
二
十
九
年
法
律
第
二
十
号
）
は
、
稲
、
大
麦
、
裸
麦
、
小
麦
及
び
大
豆
の

種
子
の
供
給
に
関
す
る
都
道
府
県
へ
の
一
律
の
義
務
付
け
を
廃
止
し
、
多
様
な
需
要
に
応
じ
た
こ
れ
ら
の
種
子
の
供
給
体
制

を
構
築
す
る
こ
と
で
、
良
質
か
つ
低
廉
な
種
子
の
供
給
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
も
の
で
あ
り
、
同
法
の
施
行
後
、
当
該

供
給
体
制
の
構
築
が
進
ん
で
い
く
と
考
え
て
い
る
。
ま
た
、
御
指
摘
の
「
条
例
」
は
、
道
県
が
、
当
該
供
給
体
制
の
構
築
の

た
め
に
必
要
と
自
ら
判
断
し
て
講
じ
よ
う
と
し
て
い
る
も
の
と
受
け
止
め
て
い
る
。


